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水道料金と併せて徴収する下水道使用料について、賦課漏れが判明しました。 

 

１ 内 容 

    下水道接続物件に対し、下水道使用料の賦課漏れがあった。 

・件  数 ： １件 

・使用開始日及び未賦課期間 ： 平成４年６月２９日から令和７年５月分まで（33年間） 

・未賦課金額 ： １，９９７，０９０円 

※そのうち、地方自治法第２３６条第１項により、令和２年６月分まで遡及し、 

２４１，４０７円（５年分）を賦課徴収する。 

 

２ 判明の経緯     

５月２２日（木） 下水道未接続者への普及活動において判明。   

５月２８日（水） 現地調査を行い、下水道への接続を確認。 

 

   ３ 原 因 

下水道使用開始時の料金システムへの入力事務の処理において、漏れが生じたもの。 

 

   ４ 今後の対応及び再発防止策   

対象者に対して、今回の経緯の説明と謝罪を行ったところであり、今後、賦課徴収手続きを

進めてまいります。 

また、複数職員によるチェック体制を強化するなど再発防止に努める対策を講じてまいりま

す。 

今後も下水道接続の普及活動を継続するとともに、接続調査及び賦課状況の確認作業を行い、

適正な賦課を実施してまいります。 
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